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社会福祉課　社会福祉係　☎ 0299- ４８- １１１１ （内線３２25）問

価格高騰による重点支援給付金　　　　　　　　　　　　　　　　　

住民税非課税世帯に３万円を給付

電力 ・ ガス ・ 食料品などの価格高騰による負

担増を踏まえ、 特に家計への影響が大きい世

帯 （住民税非課税世帯） に対し、 1 世帯あた

り 3 万円を給付します。

■給付対象世帯

令和５年６月１日時点で小美玉市の住民基本台

帳に記録されている方で構成され、 世帯全員

の令和 5 年度の住民税均等割が非課税である

世帯

※住民税が課税されている方の扶養親族等のみで

構成される世帯も支給対象

※令和 5 年 1 月 2 日以降に入国した外国人の方は

支給対象外

②申請が必要な方	  

（令和5年1月2日以降に市に転入した方を

含む世帯）

次の必要書類を用意して申請窓口にお越し

ください。

▶必要書類	  

（他にも書類が必要となる場合があります）

・ 世帯全員分の住民税非課税証明書 （令

和 5 年 1 月 1 日時点で在住していた市区

町村が発行したもの）

・ 申請者の本人確認書類の写し

・ 受取口座を確認できる書類の写し

▶申請窓口

社会福祉課 （玉里総合支所 2 階）

福祉事務所美野里支所 （市役所本庁１階）

福祉事務所小川支所 （小川総合支所１階）

▶申請期限

10月３1日 （火） まで  

平日 8：30 ～ 17：15 受付

①確認書が届いた方	  

（令和5年1月1日時点で市内在住の世帯）

自宅に届いた確認書 （発送時期：7 月初旬）

に必要事項を記入し、 10 月 31 日までに返

送してください。

詳細はこちら▶
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■手続方法

令和５年度住民税非課税世帯分
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広報おみたまに

広告を出しませんか？

☎ 0299-48-1111  内線1252

魅力発信課 シティプロモーション係

詳しくは
こちら

1号から掲載OK！


